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要
旨

こ
の
憲
章
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
持
続
可
能
な
方
法
に
よ
る
利
用
の
促
進
等
を
目
的
と
す
る
国
際
機
関
と
し
て
国
際

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
を
設
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
十
一
年
）
一
月
に
ド

イ
ツ
の
ボ
ン
で
開
催
さ
れ
た
設
立
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
憲
章
は
、
前
文
、
本
文
二
十
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
憲

章
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
宣
言
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
憲
章
の
締
約
国
は
、
国
際
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
（
以
下
「
機
関
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す
る
。

二
、
機
関
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
採
用
が
広
範
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
増
大
す
る
こ
と
及
び
そ
の
利
用

が
持
続
可
能
で
あ
る
こ
と
を
促
進
す
る
。

三
、
こ
の
憲
章
に
お
い
て
、
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
、
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
水
力
電
気
、
海

洋
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
風
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
、
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
資
源
か
ら
持
続
可
能
な
態
様
で
生
産

さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。
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四
、
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
技
術
の
卓
越
し
た
拠
点
と
し
て
、
特
に
加
盟
国
の
利
益
の
た
め
、
主
な
活
動

と
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
実
例
を
分
析
し
、
把
握
し
、
及
び
体
系
化
す
る
こ
と
、
加
盟
国
の
要
請
に
応
じ
、

政
策
上
の
助
言
及
び
援
助
を
当
該
加
盟
国
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
、
適
切
な
知
識
及
び
技
術
の
移
転
を
強
化
し
、
並
び
に

加
盟
国
に
お
け
る
地
域
的
な
能
力
の
開
発
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
行
う
。

五
、
機
関
は
、
事
務
局
が
作
成
し
、
理
事
会
が
検
討
し
、
総
会
が
採
択
し
た
年
間
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
、
活
動
を
実
施
す
る
。

六
、
機
関
の
主
要
な
組
織
と
し
て
、
総
会
、
理
事
会
及
び
事
務
局
を
設
置
す
る
。

七
、
機
関
の
予
算
は
、
総
会
が
採
択
す
る
財
政
規
則
に
従
い
、
国
際
連
合
の
分
担
率
に
基
づ
き
総
会
が
決
定
す
る
加
盟
国
の
義

務
的
な
分
担
金
、
任
意
の
拠
出
金
そ
の
他
の
財
源
を
財
源
と
す
る
。

八
、
機
関
は
、
国
際
法
上
の
法
人
格
を
有
す
る
も
の
と
し
、
加
盟
国
の
領
域
内
で
及
び
そ
の
国
内
法
令
に
従
う
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
そ
の
任
務
の
遂
行
及
び
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
国
内
に
お
け
る
法
律
上
の
能
力
を
享
有
す
る
。


